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 佐賀県規則第30号 

   佐賀県農林事務所管理規則の一部を改正する規則 

 佐賀県農林事務所管理規則（昭和40年佐賀県規則第51号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（組織） （組織） 

第３条 略 第３条 略 

２ 次の表の左欄に掲げる事務所及びセンターに、それぞれ同表の

右欄に掲げる課を置く。 

２ 次の表の左欄に掲げる事務所及びセンターに、それぞれ同表の

右欄に掲げる課を置く。 

事務所及びセンター 課 

佐賀中部農林事務所  略 

農地整備第一課 

農地整備第二課 

 略 

東部農林事務所  略 

農地整備課 

 略 

杵藤農林事務所  略 

農地整備課 

 略 
 

事務所及びセンター 課 

佐賀中部農林事務所  略 

地域整備課 

 略 

東部農林事務所  略 

地域整備課 

 略 

杵藤農林事務所  略 

地域整備課 

 略 
 

（分掌事務） （分掌事務） 

第４条 事務所の総務課、林務課及び農村環境課の分掌事務は、次

のとおりとする。 

第４条 事務所の総務課、林務課及び農村環境課の分掌事務は、次

のとおりとする。 

総務課 略 総務課 略 

林務課 林務課 

(1)～(19)の３ 略 (1)～(19)の３ 略 

 (19)の４ 佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例（令和８年佐賀県
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改正前 改正後 

条例第21号）の規定に基づく届出に関すること（東部農林事務

所及び伊万里農林事務所に限る。）。 

(20) 略 (20) 略 

農村環境課 農村環境課 

(1) 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること（唐津農林

事務所にあっては上場地域整備課の所掌に属する事務、杵藤農

林事務所にあっては農地整備課の所掌に属する事務を除

く。）。 

(1) 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること（唐津農林

事務所にあっては上場地域整備課の所掌に属する事務を除

く。）。 

(2) 団体営事業の指導に関すること（佐賀中部農林事務所にあ

っては水利課の所掌に属する事務を、唐津農林事務所にあって

は上場地域整備課の所掌に属する事務を、杵藤農林事務所にあ

っては農地整備課の所掌に属する事務を除く。）。 

(2) 団体営事業の指導に関すること（佐賀中部農林事務所にあ

っては水利課の所掌に属する事務を、唐津農林事務所にあって

は上場地域整備課の所掌に属する事務を、杵藤農林事務所にあ

っては地域整備課の所掌に属する事務を除く。）。 

(3)～(14)の２ 略 (3)～(14)の２ 略 

(14)の３ 県営土地改良施設突発事故復旧事業に関すること（佐

賀中部農林事務所、東部農林事務所、唐津農林事務所及び伊万

里農林事務所に限る。ただし、佐賀中部農林事務所にあっては

水利課の所掌に属する事務を、唐津農林事務所にあっては上場

地域整備課の所掌に属する事務を除く。）。 

(14)の３ 県営土地改良施設突発事故復旧事業に関すること（佐

賀中部農林事務所にあっては水利課の所掌に属する事務を、唐

津農林事務所にあっては上場地域整備課の所掌に属する事務

を、杵藤農林事務所にあっては地域整備課の所掌に属する事務

を除く。）。 

(15) 略 (15) 略 

 (15)の２ 県営経営体育成基盤整備事業に関すること（東部農林

事務所及び杵藤農林事務所を除く。）。 

 (15)の３ 県営農地中間管理機構関連農地整備事業に関すること

（東部農林事務所及び杵藤農林事務所を除く。）。 

(16)～(25) 略 (16)～(25) 略 

２ 佐賀中部農林事務所の水利課、農地整備第一課及び農地整備第

二課の分掌事務は、次のとおりとする。 

２ 佐賀中部農林事務所の水利課及び地域整備課の分掌事務は、次

のとおりとする。 
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改正前 改正後 

水利課 水利課 

(1) 国営土地改良事業に関すること（農地整備第一課の所掌に

属する事務を除く。）。 

(1) 国営土地改良事業に関すること（地域整備課の所掌に属す

る事務を除く。）。 

(2)～(6) 略 (2)～(6) 略 

農地整備第一課 地域整備課 

(1) 略 (1) 略 

(2) 県営クリーク防災機能保全対策事業（農地整備第二課の所

掌に属する事務を除く。）に関すること。 

(2) 県営クリーク防災機能保全対策事業に関すること。 

 (3) 県営圃場整備事業に関すること。 

農地整備第二課  

(1) 県営圃場整備事業に関すること。  

(2) 県営クリーク防災機能保全対策事業（川副地区及び大詫間

地区に限る。）に関すること。 

 

３ 東部農林事務所の農地整備課の分掌事務は、県営クリーク防災

機能保全対策事業に関することとする。 

３ 東部農林事務所の地域整備課の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

 (1) 県営クリーク防災機能保全対策事業に関すること。 

 (2) 県営経営体育成基盤整備事業に関すること。 

 (3) 県営農地中間管理機構関連農地整備事業に関すること。 

４ 略 ４ 略 

５ 杵藤農林事務所の農地整備課の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

５ 杵藤農林事務所の地域整備課の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

(1)～(9) 略 (1)～(9) 略 

(10) 県営土地改良施設突発事故復旧事業に関すること。 (10) 県営土地改良施設突発事故復旧事業に関すること（国営土

地改良事業及び県営地盤沈下対策事業により整備された施設に

限る。）。 
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改正前 改正後 

(11)～(14) 略 (11)～(14) 略 

(15) 農業農村整備事業の調査及び計画に関すること（農業水利

施設の再編整備（畑地かんがい施設を除く。）に限る。）。 

(15) 削除 

(16) 団体営事業（国営事業関連及び農業集落排水事業に限

る。）の指導に関すること。 

(16) 団体営事業（国営事業関連に限る。）の指導に関するこ

と。 

 (17) 県営経営体育成基盤整備事業に関すること。 

 (18) 県営農地中間管理機構関連農地整備事業に関すること。 

第５条 センターの農業企画課及び普及課の分掌事務は、次のとお

りとする。ただし、佐城農業振興センターの普及課の分掌事務に

あっては次項の北部普及課の分掌事務を除き、東松浦農業振興セ

ンターの普及課の分掌事務にあっては第３項の上場普及課の分掌

事務を除く。 

第５条 センターの農業企画課及び普及課の分掌事務は、次のとお

りとする。ただし、佐城農業振興センターの普及課の分掌事務に

あっては次項の北部普及課の分掌事務を除き、東松浦農業振興セ

ンターの普及課の分掌事務にあっては第３項の上場普及課の分掌

事務を除く。 

農業企画課 農業企画課 

(1)～(19) 略 (1)～(19) 略 

(20) 農地等の権利の設定及び移転の許可並びに競売適格証明書

の交付に関すること。 

(20) 削除 

(21)～(28) 略 (21)～(28) 略 

普及課 略 普及課 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第５条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 


